
（参考様式第１） 

緩衝装置輸入規制適用除外確認証明書

品 名 型式

項 目 輸入する緩衝装置の概要 適用除外要件 判定

用 途 圧力、荷重等の変動の吸収・

緩和、荷重の支持又は蓄圧用

ガ ス 名 不活性ガス又は圧縮空気

圧力制御方法 設計圧力を超えない構造

設計圧力での

安全性確認

再 充 塡 構 造 再充塡できない構造

 本品は、上記記載のとおり高圧ガス保安法に基づく一般高圧ガス保安規則第４６条（検

査を要しない輸入高圧ガス）第１項に定められた基準に適合していることを確認致しま

す。

（確認年月日） 

（輸入者の氏名又は名称） 

（同住所、電話番号）

（備考）この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

（注）「判定」欄は、適用除外要件に適合しているときは「適合」と、適合していない

ときは「不適合」と記入する。

【別紙10－１】



（参考様式第２）

自動車用大型エアバッグガス発生器輸入規制適用除外確認証明書

品 名 型式

項 目 輸入する自動車用大型エア

バッグガス発生器の概要

適用除外要件 判定

充 塡 ガ ス 名 （イ）可燃性ガス（アセチレン、エ

チレン及び水素を除く。）中の酸

素の容量が全容量の４％未満。

（ロ）酸素中の可燃性ガス（アセチ

レン、エチレン及び水素を除く。）

の容量が全容量の４％未満。

（ハ）アセチレン、エチレン又は水

素中の酸素の容量が全容量の２

％未満。

（ニ）酸素中のアセチレン、エチレ

ン及び水素の容量の合計が全容

量の２％未満。

（ホ）一般高圧ガス保安規則第２条

第２項に規定される毒性ガスで

はない。

充 塡 圧 力 作動時における内部のガスの圧力

が設計圧力を超えない構造容器の設計圧

力（破裂版の

破裂圧力）  

作 動 圧 力

再 充 塡 構 造 再充塡できない構造

容器の基準と

同等の規格  

自動車用エアバッグガス発生器に

係る米国ＤＯＴ基準、ＥＮ規格又は

ＩＳＯ規格に適合していること。

 本品は、上記記載のとおり高圧ガス保安法に基づく一般高圧ガス保安規則第４６条（検

査を要しない輸入高圧ガス）第２項第１号に定められた基準に適合していることを確認

致します。

（確認年月日） 

（輸入者の氏名又は名称） 

（同住所、電話番号）

（備考）この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

（注）①「判定」欄は、適用除外要件に適合しているときは「適合」と、適合していな

いときは「不適合」と記入する。

②充塡ガス名の適用除外要件は（イ）～（ホ）をすべて満たすこと。

③自動車用エアバッグガス発生器に係る米国ＤＯＴ基準、ＥＮ規格又はＩＳＯ規

格に適合していることが確認された場合は、充塡圧力、容器の設計圧力及び作

動圧力については適用除外要件に適合しているものと判定して差し支えない。
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（参考様式第３）

自動車用消火器輸入規制適用除外確認証明書

品 名 型式

項 目 輸入する消火器の概要 適用除外要件 判定

用 途 自動車と一体として設計

され、かつ、自動車用部

品に組み込まれている消

火器（自動車に設置され

る消火器及び当該消火器

の交換品として自動車又

はその部品に組み込むた

めのものを含む。）

充 塡 ガ ス 名 不活性ガス

本品は、上記記載のとおり高圧ガス保安法に基づく一般高圧ガス保安規則第４６条（検

査を要しない輸入高圧ガス）第２項第２号に定められた基準に適合していることを確認

致します。

（確認年月日） 

（輸入者の氏名又は名称） 

（同住所、電話番号）

（備考）この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

（注）「判定」欄は、適用除外要件に適合しているときは「適合」と、適合していない

ときは「不適合」と記入する。 
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（参考様式第４） 

相互承認容器輸入規制適用除外確認証明書 

品  名 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 

国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器 

国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 

項  目 輸入する容器の概要 適用除外要件 判定 

用  途 

国際相互承認圧縮水素自

動車燃料装置用容器又は

国際相互承認圧縮水素二

輪自動車燃料装置用容器

（販売の用に供しないも

の又は個人用貨物を除く

。）にあっては、高圧ガ

ス保安協会又は指定容器

検査機関が発行した材料

適合証明書を取得してい

ること。 

材 料 適 合 

証明書番号 

協定規則に適

合している旨

の記号 

適合する協定規則の番号： 

国番号： 

認可番号： 

協定規則を批准する国の

適切な認可を取得した容

器であること。 

 本品は、上記記載のとおり高圧ガス保安法に基づく一般高圧ガス保安規則第４６条（検査

を要しない輸入高圧ガス）第２項第４号に定められた基準に適合していることを確認致しま

す。 

（確認年月日） 

（輸入者の氏名又は名称）

（同住所、電話番号） 

（備考）この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

（注）①「品名」欄は、いずれか該当する品名を記入すればよい。 

②「判定」欄は、適用除外要件に適合しているときは「適合」と、適合していな

いときは「不適合」と記入する。

③「材料適合証明書番号」欄は、材料適合証明書を取得している場合に限って記

入すればよい。
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